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１ 趣旨 

○ 佐賀駐屯地（仮称）については、陸上自衛隊Ｖ－２２オスプレイ（以下、「陸自

オスプレイ」という。）の移駐に必要な施設整備を令和７年６月末までに完成させ

ることとしており、その後、駐屯地を開設するとともに、陸自オスプレイの配備

を予定している。 

〇 また、佐賀駐屯地（仮称）には、陸自オスプレイに加え、目達原駐屯地に所在

する回転翼機約５０機の移駐を予定している1。   

○ 自衛隊機の運用にあたっては、周辺地域の実情に配慮し運用を行うことは当然

の前提であるが、本件資料については、防衛省として陸自オスプレイ１７機及び

回転翼機約５０機が使用する場合のデータを、公害防止（環境への影響）の観点

からの最大値として提示する。 

 

２ 運航計画  

○ 陸自オスプレイ等の佐賀空港利用にあたっては、佐賀空港の民間空港としての使

用・発展に支障を与えないという前提の下、自衛隊機は、民航機（定期便＋チャー

ター便（以下「定期便等」という。））の定時制を確保するとともに、遅延や早着、

増便などがあった場合、民航機（定期便等）の運航を優先、また、民航機（定期便

等以外の民航機（以下「小型機」という。））の利用時間と重複する場合は、民航機

（小型機）の運航を優先する。 

【訓練内容及び飛行時間について】 

○ 佐賀駐屯地（仮称）に所属する航空部隊が行う主な訓練は、陸自の航空部隊が一

般的に行う訓練2同様、佐賀空港内で行うホバリング訓練3、場周経路やその周辺の

空域で行う基本操縦訓練、佐賀空港又はその周辺以外の演習場等で行う部隊訓練が

あり、自衛隊機は、基本的には平日の朝８時から１７時の間、佐賀空港を利用する

が、パイロットの技量を維持するため、佐賀空港利用時間（６時３０分～２４時）

の範囲内で、夜間（１７時～２２時）に離着陸訓練を実施する。 

○ なお、有明海や佐賀県上空では、空中給油訓練や発着艦訓練は実施しない。 

                                                      
1 目達原駐屯地に所在する回転翼機約５０機の移駐時期については、陸自Ｖ－２２オスプレイ配備後

の施設整備の状況を踏まえて検討することとしており、現時点で決まっていない。 
2 具体的な訓練内容については、実際の運用に即した教育訓練として、その目的や訓練の規模、演習

場等の特性等に照らして個別に判断することになる。 
3 ホバリング訓練は、基本的には自衛隊敷地内等で行い、民航機の運航に影響が出ないように実施す

る。一部、滑走路上でのホバリング訓練を行う場合もあるが、その場合にも民航機の離着陸に影響が

出ないように調整していく。 
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【離着陸回数について】 

○ 陸自オスプレイ１７機及び回転翼機約５０機が使用する場合、離着陸については、

原則、佐賀空港の滑走路を使用し、年間２９０日程度、約１７，０００回、飛行実

施日の１日あたりの平均の離着陸回数は約６０回が見込まれる。 

○ そのうち、夜間飛行（１７時～２２時）については、年間７５日程度、約１，３

０５回、飛行実施日の１日あたりの平均の離着陸回数は約１７回が見込まれる。 

○ 当面の間は、陸自オスプレイ１７機のみの運用となり、年間２９０日程度、約４，

６４０回、飛行実施日の１日あたりの平均の離着陸回数は約１６回が見込まれる。 

○ また、陸自オスプレイ１７機の夜間飛行（１７時～２２時）の離着陸回数につい

ては、年間７５日程度、約３５０回、飛行実施日の１日あたりの平均の離着陸回数

は約５回が見込まれる。 

 

【離着陸想定最大回数】 

 

年間日数 
年間最大 

離着陸回数 

飛行実施日の

一日平均 

離着陸回数 

陸自オスプレイ＋回転翼機 ２９０日程度 約１７，０００回 約６０回 

 夜間飛行のみ ７５日程度 約１，３０５回 約１７回 

陸自オスプレイ ２９０日程度 約４，６４０回 約１６回 

 夜間飛行のみ ７５日程度 約３５０回 約５回 
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３ 運航空域 

【場周経路について】 

○ 場周経路について、佐賀空港においては、円滑な離着陸のため、図１に示す場周

経路を設定し、自衛隊機が滑走路での離着陸を行う場合、当該経路を経由して、離

着陸を行うこととしている。佐賀空港の北側には住宅地などが所在しているため、

騒音の面で負担が生じないよう佐賀空港の南側を飛行することを基本として考え

ている。4（着陸時の飛行経路断面図は図２及び図３のとおり。） 

【場周経路外について】 

○ 場周経路外について、自衛隊機に限らず、ヘリコプターの一般的な飛行方式であ

る有視界飛行方式による飛行では、目的地への飛行に際しては、パイロットの判断

に委ねられ、場周経路外に定まった飛行ルートはない。したがって、飛行にあたっ

ては、河川や高速道路など、識別が容易な地形等を参考にして飛行する。 

【飛行について】 

○ 実際の飛行にあたっては、場周経路上においては対地高度３００ｍ以上、場周経

路外においては対地高度５００ｍ以上を確保することとし、また、地域の実情を踏

まえ、必要に応じて住宅地、市街地や病院等の上空の飛行を回避するといった措置

を講じる。 

○ 雲や雨などにより、視界が妨げられる気象状態下においては、計器飛行を行うが、

この場合、佐賀空港を現に利用している民航機と同様に、佐賀空港側の指示に従い、

国土交通省が定めた経路を飛行することとなる。（図４及び図５） 

○ また、最低安全高度5以下での訓練飛行は、あらかじめ設定された低空飛行訓練6

空域で行うこととしており、現状、国土交通省の許可を得て、目達原駐屯地周辺に

最低安全高度以下での訓練飛行が可能な低空飛行訓練区域を設定しているが、佐賀

県において、これら以外に低空飛行訓練区域を新たに設定する考えはない。 

○ なお、演習場から佐賀空港への飛行経路の一例については、図６に示すとおり。

7 

  

                                                      
4 天候状況が飛行に影響を及ぼす場合や、災害派遣、急患輸送等の緊急時において、北側場周経路を

使用した方がより迅速、安全に飛行ができると判断される場合には例外的な措置として北側を飛行す

る場合がある。 
5 航空法第８１条に基づき定められた高度 
6 主に最低安全高度を下回る高度で実施する飛行訓練 
7 実際の飛行経路は、その時々の気象や周辺の状況等を踏まえパイロットが最も適したルートを選ぶ

ことになるため、図６に示すルートは飛行経路の一例（イメージ）を示したものであり、実際の経路

とは一致しない場合がある。 
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 図１ 自衛隊機の場周経路（イメージ） 
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図２ 佐賀空港周辺における着陸時の飛行経路断面図（東側）（イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 佐賀空港周辺における着陸時の飛行経路断面図（西側）（イメージ） 

  



7 

 

図４ 計器飛行の場合の離陸経路イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：作図上、国土交通省の航空路誌に示す経路と厳密には一致しないことがある。 

 

 ルートの例 

① 主に西風の場合に西向きに離陸後、③又は④に続くルート 

② 主に東風の場合に東向きに離陸後、③、④又は⑤に続くルート 

③ 
①又は②を飛行後、VOR8/DME9を使用し、鹿島市沖の有明海上空で時計回りに旋回、北東方

向に飛行し、佐賀空港付近上空で旋回、南方向に飛行するルート 

④ 
①又は②を飛行後、VOR/DME を使用し、東方向に飛行するルート 

①を飛行後、VOR/DME を使用し、東方向に飛行し、⑤に続くルート 

⑤ 
②又は④を飛行後、VOR/DME を使用し、南東方向に飛行の上、反時計回りに旋回、北西方向

に飛行し、佐賀空港付近上空で旋回、南方向に飛行するルート 

※：使用する経路は、気象状況、佐賀空港を使用する他の航空機の状況、航空路誌により公示さ

れている手順などを踏まえて決定 

  

                                                      
8 VOR：超短波全方向無線標識施設…方位情報を提供するもの。 
9 DME：距離測定装置…距離情報を提供するもの。 

① 
② 

③ ④ 

⑤ 



8 

 

図５ 計器飛行の場合の着陸経路イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：作図上、国土交通省の航空路誌に示す経路と厳密には一致しないことがある。 

 

 ルートの例 

① 
主に東風の場合に VOR/DME を使用して佐賀空港の南側から接近し、佐賀空港付近上空で西

に旋回し滑走路西側から着陸するルート 

② 
主に西風の場合に ILS10又は VOR/DME を使用して佐賀空港の南側から接近し、佐賀空港付近

上空で東に旋回し滑走路東側から着陸するルート 

③ 
主に東風の場合に VOR/DME を使用して佐賀空港の南側から接近し、滑走路西側から着陸す

るルート 

④ 
主に西風の場合に VOR/DME を使用して佐賀空港の南側から接近し、滑走路東側から着陸す

るルート 

※：使用する経路は、気象状況、佐賀空港を使用する他の航空機の状況、航空路誌により公示さ

れている手順などを踏まえて決定 

  

                                                      
10 ILS:計器着陸装置…滑走路への進入コースを電波で示すもの。 

① 

② 

③ 

④ 
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図６ 演習場と佐賀空港間の飛行経路の一例（イメージ） 
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４ 航空機騒音の予測 

１）航空機騒音の予測方法 

○ 佐賀空港周辺の滑走路延長方向に２０㎞、滑走路垂直方向に１４㎞の範囲におい

て１２５ｍ間隔の格子点（18,193 点）の Lden11を算出し、その値からメッシュ法を

用いて Lden コンターを作成。 

○ オスプレイ等の自衛隊機の運用に伴う騒音が周辺環境に与える影響について、自

衛隊機の離発着を１日あたり６０回又は１０４回12、民航機の離発着を１日あたり

１６回と仮定した。 

   

２）航空機騒音に係る基準 

  「航空機騒音に係る環境基準について」(昭和 48 年 12 月 27 日環境庁告示第 154

号)第１のとおりであり、環境基準は、地域の類型ごとに以下の基準値の欄に掲げ

るとおりとなる。  
 

地域の類型13 基準値 

Ⅰ ５７デシベル以下 

Ⅱ ６２デシベル以下 

 

３）自衛隊機の運用を踏まえた騒音予測の結果 

○ 佐賀空港周辺における騒音の影響を予測した騒音予測コンターは図７及び図８

に示すとおり。1415 

○ 騒音予測の結果、環境省が定める航空機騒音に係る環境基準において住居地域に

適用される基準値（５７デシベル（Lden））を超える範囲に住宅地は存在しないこと

から、オスプレイ等の自衛隊機の運用によって、佐賀空港周辺の住宅等の環境に与

える影響は少ないと考えている。  

                                                      
11 Lden（Day-Evening-Night Average Sound Level 時間帯補正等価騒音レベル）：夕方の騒音、夜間

の騒音に重み付け行い評価した１日の等価騒音レベル 
12 防衛省の通達（第一種区域等の指定に関する要領について）の考えを踏まえ、目達原駐屯地におい

て、飛行のない日も含めた直近１年間における１日の飛行回数の少ない方から並べた累積度数９

０％に相当する１日の飛行回数。 
13 Ⅰをあてはめる地域は専ら住居の用に供される地域とし、Ⅱをあてはめる地域はⅠ以外の地域であ

って通常の生活を保全する必要がある地域と定められている。 
14 騒音の基礎データについては、自衛隊機は対象機種毎の過去の実測データから算出しており、民航

機については、一般に公表されている値（Eurocontrol Experimental Centre のホームページで公

表されている Aircraft Noise and Performance(ANP)Database）を用いて算出している。 
15 「ホバリング訓練」、「タクシーイング（航空機が地上を自力走行すること。）」及び「機体整備」に

より生じる騒音レベルを上乗せした場合の佐賀空港周辺における騒音予測コンターとなる。 
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図７ 佐賀空港周辺における騒音予測コンター 

（自衛隊機６０回＋民航機１５．７１回） 

 

図８ 佐賀空港周辺における騒音予測コンター 

（自衛隊機１０４回＋民航機１５．７１回） 
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参考 騒音の目安（地方都市・山間部用）16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 大気質への影響の予測 

１）大気質への影響の予測方法 

「窒素酸化物総量規制マニュアル〔新版〕」（平成 12 年 12 月、公害研究対策セン

ター）に基づき、プルーム・パフモデルにより、拡散計算を実施。 

   

２）大気の汚染に係る環境基準 

「大気の汚染に係る環境基準について」(昭和 48 年 5 月 8 日環境庁告示第 25 号)

第１及び「二酸化窒素に係る環境基準について」（昭和 53 年 7 月 11 日環境庁告示

第 38 号）第１のとおり17。 

 

３）自衛隊機の運用を踏まえた大気質への影響予測の結果 

○ オスプレイ等の自衛隊機の運用に伴う大気質への影響について、自衛隊機の離着

陸を１日あたり６０回と仮定し、佐賀空港周辺における大気質の影響の予測結果は

図９に示すとおり。  

○ 大気質への影響予測の結果、大気汚染物質（二酸化窒素、二酸化硫黄や浮遊粒子

状物質）はほとんど増加することがないため、佐賀空港周辺の環境に与える影響は

少ないと考えている。 

 

                                                      
16 出典：全国環境研協議会 騒音小委員会 
17 大気汚染物質（二酸化窒素、二酸化硫黄や浮遊粒子状物質）の各基準は図９の表に示すとおり。 
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図９ 自衛隊機の離着陸（１日６０回）による大気質における各物質の増加量 

 


